
 

 
 
 
 
 
 

 

 

親友に頼まれてクレジットカードを貸したら、 
クレジット会社から多額の請求書が届いた～。 

   ◆ 相談内容 ◆            【相談者２０代 女性】 

 親友に「必ず自分で返済するから」と頼まれ、安易な気持ちでクレジットカードを貸

しました。後日、クレジット会社から多額の請求書が届き、驚きました。親友とは連絡

が取れず、そのうち支払額が延滞金も含め、５０万円近くになってしまいました。 

私が全額返済しなければならないのでしょうか････。 
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● 対処方法 ●  

             

これは、カードの｢名義

他にも、「絶対迷惑は

書へのサインを頼まれた

ます。 
・ 契約上の「名義を貸

とです。名前を貸した

・ 相談者には、借金は

した。 
・ 親しい間柄でも「名前

を確かめず書類に署

です。 
・  一人で悩まないで、
相談ください。 

行： くらしの安心ネットと
ご相談は… 

TEL：０７６－４３

   ０７６－４３

         高岡支所 ０７６
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このカード、
貸しちゃおう
かな！ 

貸し｣によるトラブルの事例です。 
かけない」などと、親しい人や取引先などから契約

り、自分名義で借金させられるなどの相談があり

す」ということは、自分が契約当事者になるというこ

だけという言い訳は通用しません。 
名義人が返済しなければならないことを説明しま

を貸してほしい」と言われたらはっきり断る、内容

名や押印しない、印鑑などを他人に預けないこと

早めに市町村相談窓口、県消費生活センターにご

やま (事務局：富山県消費生活センター )  

２－９２３３ (消費生活相談)  

３－３２５２ (消費者金融・多重債務相談) 

６-２５－２７７７ (消費生活相談、消費者金融・多重債務相談) 


